
以下のように夏季休業中の部活動について豊見城市教育委員
会から依頼がありました。ご理解、ご協力お願いします。
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夏季休業期間中の部活動について（依頼）

平素より、学校における感染症対策の推進に御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。
さて、夏季休業中の部活動については、下記の内容を厳守したうえで実施するようお願

いいたします。なお、本市内児童生徒の感染状況によっては、本市内全中学校の部活動を
停止する場合もあることを申し添えます。

記

〈夏季休業中の部活動について〉
１ 感染防止対策および熱中症対策を徹底したうえで活動を行なう。

※ 感染防止対策については、「豊見城市小中学校感染防止予防ガイドライン(令和３年５月改訂）」

および令和３年１月６日付け教保第1526号で県教育委員会から示された「県立学校における新

型コロナウイルス感染症対策ガイドライン（令和３年１月６日版）」等を踏まえて対応すること。

２ 部員に対し部活動参加への強要は行わない。
３ 生徒本人または同居家族に発熱等の風邪症状等がある場合は、部活動へ参加させない

よう徹底する。指導者等も同様とする。
４ 夏季休業期間中は、平日・土日ともに活動時間は、準備・片付け・清掃・整備やミ
ーティング等を含め２時間３０分以内（実質の活動時間は９０分～２時間以内）とす
る。その際は、昼食を挟むことのないように時間を設定する。

５ 活動終了後は速やかに下校・帰宅するよう指導を徹底する。また、部活動前後に、
生徒同士の飲食等をしないよう指導を徹底する。

６ 平日の１日および土日のいずれかの１日を休養日とする。（週２日の休養日を設ける）
７ 各種大会に参加する場合は大会のガイドラインに従う。
８ 他校との練習試合や合同練習については、当面の間、禁止とする。
９ 合宿は禁止とする。
10 学校または部活動で感染リスクが高まったと学校長が判断した場合は、リスクに応
じて、一部の部活動または全部活動を停止するなど、感染防止対策を講じること。

11 学校閉庁期間中は部活動停止とする。但し、閉庁期間中に地区・県大会が開催され
る場合に限り、学校長の許可を得て活動可とする。

※学校閉庁期間：８月10日(火)～８月13日(金)
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